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新旧対照表 
 

改   正   後 改   正   前 

（受験手続） （受験手続） 

第１条 調理師法（昭和33年法律第147号。以下「法」という。）

第３条の２第１項に規定する調理師試験（以下「試験」とい

う。）を受けようとする者は、調理師試験受験願書（様式第１

号）に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。 

第１条 調理師法（昭和33年法律第147号。以下「法」という。）

第３条の２第１項に規定する調理師試験（以下「試験」とい

う。）を受けようとする者は、調理師試験受験願書（様式第１

号）に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。 

 (１)  学校教育法（昭和22年法律第26号）第57条に規定する者であ

ることを証する書類又は法附則第３項に規定する者であること

を証する書類 

(１)  省略 (２)  省略 

(２)  省略 (３)  省略 

様式第１号（第１条関係） 調理師試験受験願書 様式第１号（第１条関係） 調理師試験受験願書 

省略 省略 

 省略 １・２ 省略  省略 １・２ 省略 

  ３ 関係書類   ３ 関係書類 

     (１) 学校卒業証明書 

  (１) 省略   (２) 省略 

  (２) 省略   (３) 省略 

  

 


